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公布された条例等のあらまし

（規則第37号）◇職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

宿泊料の甲地方の範囲に係る規定の整備（第７条関係）

２ 施行期日

平成27年４月１日から施行することとした。

（規則第38号）◇介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 指定通所介護事業者等が指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス

を提供する場合の届出の様式を定めることとした。（第10条・様式第10号関係）

⑵ その他規定の整備

２ 施行期日

平成27年４月１日から施行することとした。

規 則

職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第37号

職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則

職員の旅費に関する条例施行規則（昭和27年島根県規則第61号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第４号」を「第５号」に改める。

附 則

この規則は、平成27年４月１日から施行する。

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第38号

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則（平成12年島根県規則第50号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「及び介護保険法施行規則」を「、介護保険法施行規則」に改め、「省令」という。）」の次に「、島根県指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年島根県条例第64号。以下「指定居

宅サービス等条例」という。）及び島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

等の一部を改正する条例（平成27年島根県条例第14号）附則第４条第２号の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同条例第２条の規定による改正前の島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年島根県条例第65号。以下
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「旧指定介護予防サービス等条例」という。）」を加える。

第10条を第11条とし、第９条の次に次の１条を加える。

（宿泊サービスの届出）

指定居宅サービス等条例第102条第４項及び第119条第４項並びに旧指定介護予防サービス等条例第100条第５項第10条

に規定する届出は、様式第10号によるものとする。

様式第９号の次に次の１様式を加える。

号外第75号 島 根 県 報 平成27年３月31日

 
3



（第10条関係）様式第10号

開始

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する 変更 届出書

休止・廃止

年 月 日

島根県知事 様

法人所在地

申請者（開設者）名 称

代表者氏名 印

介 護 保 険
フリガナ

事 名 称 事業所番号

業
フリガナ － －

所
連絡先 （緊急時）

情 代表者氏名
基 － －

報

所 在 地
本

情

報 月 火 水 木 金 土 日
利用定員 人 提 供 日

その他年
：

間の休日
提供時間 ～

：

１泊当たりの 宿 泊 夕 食 朝 食

利用料金 円 円 円

宿泊サービスの提 夕食介助 ： ～ ： 人
人 時間帯での増員

供時間帯を通じて

配置する職員数 朝食介助 ： ～ ： 人
員 人 （※１）

人

関 員

看護職員・介護福祉士・左記以外の介護職員・その他有資格者（ ）
係 配置する職員の保

有資格等

合 計 床面積（※２）

個 室 （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）
（ 室）

（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）
宿

場所 利用定員 床面積 プライバシー確保の方法
泊 合 計

設 （※３） （※２） （※４）
室

備 個室以外 （ ） （ 人） （ ㎡）

関 （ 室） （ ） （ 人） （ ㎡）

係 （ ） （ 人） （ ㎡）

消火器 有 ・ 無 スプリンクラー設備 有 ・ 無
消

火

宿

泊

サ

ー

ビ

ス
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自動火災報知設備 有 ・ 無 有 ・ 無
設 消防機関へ通報する火災報知

備 設備

備考 １ この届出は、事業開始前に提出してください。なお、届け出た内容に変更があった場合は、変更箇所のみ

記載してください。

２ ※１の欄は、時間帯での増員を行っていない場合は、記載不要です。

３ ※２の欄は、小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を四捨五入して）記載してください。

４ ※３の欄は、指定通所介護事業所等の設備としての用途を記載してください（機能訓練室、静養室等）。

５ ※４の欄は、プライバシーを確保する方法を記載してください（衝立、家具、パーテーション等）。
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号外第75号 島 根 県 報 平成27年３月31日

附 則

この規則は、平成27年４月１日から施行する。
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